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審 議 案 件 

議選第１号 富士宮市都市計画審議会会長の互選について 
 

報 告 事 項 

⑴富士宮市景観計画改定（浅間大社周辺地区景観重点地区指定）について 
⑵第４次国土利用計画富士宮市計画の策定について 

 
１ 審議に出席した委員（１６人） 

水 口 俊 典 委員 菅 原 由美子 委員 

藤 井 敬 宏 委員 寺 田 尚 稔 委員 

河 原 﨑 信 幸 委員 佐 野 勝 幸 委員 

渡 辺 佳 正 委員 渡 辺 佳 正 委員 

齋 藤 和 文 委員 手 島 皓 二 委員 

加 藤 眞 克 委員 
【代理】増田 澄 安 達 行 彦 委員 

竹 林 圭 介 委員 石 川 一 廣 委員 

加 納 永 子 委員 塩 川 祐 子 委員 

 
２ 審議に欠席した委員（１人） 

佐 野 一 男 委員  

 
３ 説明のための出席者 

【審議案件、報告事項】 

都市整備部長 

[都 市 計 画 課] 課長 主幹 計画係長 計画係主査 計画係主査 

         土地対策係長 土地対策係主査 
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【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

定刻より早めですけど皆様お揃いになりましたので、ただいまから富士宮市

都市計画審議会委員委嘱状交付式及び平成２７年度第１回富士宮市都市計画審

議会を開会させていただきます。 
皆様には、御多忙の中、御出席いただきましてありがとうございます。本日

の進行を務めます都市計画課計画係長の高橋と申します。よろしくお願いいた

します。 
次に本日欠席の委員、代理出席の委員についてご報告させていただきます。 
佐野 一男（さの かずお）委員につきましては、所用により欠席のご連絡

をいただいております。 
続きまして、富士宮市都市計画審議会条例第３条に基づきまして委嘱状の交

付を行います。委員の任期につきましては、同条例第４条の規定により、本日

から２年間、平成２９年７月２９日までとなります。 
それでは、市長が皆様方のお席の前に進みまして、お渡しさせていただきま

すので、恐れ入りますが、お名前をお呼びいたしましたら、その場にお立ちに

なりまして、お受け取り願いたいと思います。 
 

・・・・・ 委嘱状交付 ・・・・・ 
 
ありがとうございました。以上で委嘱状交付式を終了します。 
皆様には２年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 
それではここで市を代表いたしまして、市長からご挨拶をさせていただきま

す。市長よろしくお願いいたします。 
 
市 長 

本日は、たいへんお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうござい

ます。また、委員の皆様におかれましてが、この度、富士宮市都市計画審議会

委員のご就任をお願いしましたところ、快くお引き受けいただき、重ねて御礼

申し上げます。 
さて、皆様ご承知のとおり、富士山の世界遺産登録から２年が経過いたしま

した。市では、去る６月２１日に浅間大社ふれあい広場にて、「富士山世界遺産

登録２周年祭」を開催し、併せて「世界遺産にふさわしいまちづくり」に向け

た「キックオフセレモニー」を行ったところであります。まさに、現在、官民

が連携しながら、世界遺産にふさわしいまちづくりをソフトとハードの両面か

ら取り組んでいるところでございます。委員の皆様には、都市計画審議会の委
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員として、今後ともさまざまな面でご助言やお力添えをいただければ幸いと存

じます。 
本日、ご審議いただきます『富士宮市景観計画改定（浅間大社周辺地区景観

重点地区指定）』及び『第４次国土利用計画富士宮市計画』は、昨年度からの継

続案件でありますが、世界遺産にふさわしいまちづくりを進める上でも、重要

な計画の１つでございます。委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意見

をいただきますようお願い申し上げます。 
最後に、今後２年間、都市計画審議会委員として、市政発展のために変わら

ぬご協力をお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただ

きます。 
なお、たいへん失礼ではありますが、この後に公務が入っているため、ここ

で退席させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

 
次に本日出席の事務局の職員を紹介させていただきます。 
 

・・・・・職 員 紹 介・・・・・ 
 

以上、出席職員の紹介をさせていただきました。 

よろしくお願いいたします。 

 
それでは、本日の会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました

資料の確認をお願いいたします。 
配布資料は、７月１７日付けで送付させていただきました資料といたしまし

て、本日ご審議いただきます提出議案書、報告事項（１）「富士宮市景観計画改

定（浅間大社周辺地区景観重点地区指定）について」、報告事項（２）「第４次

国土利用計画富士宮市計画の策定について」、の各資料、それから、本日配布さ

せていただきました資料は、本日の次第、富士宮市都市計画審議会条例、富士

宮市都市計画審議会運営要領、委員名簿、席次表となってございます。不足の

ものがありましたら職員の方までお知らせ願いたいと思います。 
 

・・・・・資 料 確 認・・・・・ 
 
よろしいでしょうか。 

それでは、次第に基づきまして、ただいまから、平成２７年度第１回富士宮
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市都市計画審議会を進めさせていただきます。 

本日の議題は１件でございます。 

議選第１号「富士宮市都市計画審議会会長の互選について」審議会の会長を

互選していただきます。会長の互選は富士宮市都市計画審議会条例第６条第 1

項及び運営要領第２条によりまして、委員の互選により会長を決めていただき

ます。同要領第３条の規定によりまして、臨時議長を年長者であります 手島 

皓二（てしま こうじ）委員 にお願いし、議事を進めたいと思います。 

手島委員、臨時議長席にお願いいたします。 

（手島委員、臨時議長席着確認後） 

それでは、議事の進行をお願いいたします。 

 
手島臨時議長 

 はい。改めまして本日は暑い中ご参集、ご出席賜りまして誠にありがとうご

ざいます。 

臨時議長を務めます手島でございます。ご協力のほどよろしくお願いします。 

本日の議題は、富士宮市都市計画審議会条例第７条第１項により、出席者は

１６人で、２分の１以上の委員が出席しておりますので、本審議会は成立をし

ております。 

次に、審議会運営要領第７条に基づきまして、本日の会議を公開により議事

を行いたいと思いますが、これにご異議はございませんか。 
 

………「異議なし」の声あり……… 

 

ありがとうございます。傍聴人がいましたら、入場の方をよろしくお願いし

ます。 
 
【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

確認いたします。 
 

………事務局にて入場誘導（傍聴人の有無確認）……… 

 
現在、傍聴人はおりませんので進行をよろしくお願いします。 
 

手島臨時議長 

はい、了解しました。それでは、審議に入ります。 
会議の次第に基づきまして、「議選第１号富士宮市都市計画審議会会長の互選
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について」を議題とします。 
会長職は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運

営の基準を定める政令の規定により、富士宮市都市計画審議会条例第３条第１

号の学識経験を有する委員から選出することになっております。 
会長の互選は、いかがいたしましょうか。お声がないようですけれども、事

務局におまかせをいただくということで、よろしいですか。 
 
寺田委員 

会長職につきましては、これまでの審議会運営のご経験と、実績から考えま

して、水口委員に引き続きお願いするのが適任でないかと考えておりますので、

水口委員を推薦させていただきます。 
 

手島臨時議長 

ありがとうございます。他にありませんか。ないようでしたら、ただいま「水

口委員にお願いしたらどうか。」というご意見がございましたが、それにご異議

ございませんでしょうか。 
 

………「異議なし」の声あり……… 

 
はい。ありがとうございます。 
異議なしの声がありましたので、今期審議会の会長職は、水口俊典（みずぐ

ち としのり）委員に決定をいたしました。 
それでは、議選第１号の議事が終結いたしましたので、臨時議長の職を解か

せていただくとともに、進行を一旦、事務局へお返しをいたします。ご協力を

ありがとうございました。 
 

・・・・・・ 【名立て交換】 ・・・・・・・ 

 
【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

手島委員、臨時議長の進行ありがとうございました。 
それでは、新会長が決定いたしましたので、新会長は会長席にお願いしたい

と思います。それでは新会長からご挨拶をいただきましたのち、富士宮市都市

計画審議会運営要領第５条の規定によりまして、以降の議事進行を水口俊典会

長にお願いしたいと思います。 
それでは会長よろしくお願いいたします。 
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水口会長 

今期の会長に互選されました水口です。よろしくお願いします。 
この富士宮市都市計画審議会において、前期２年間どういうテーマがあった

のかということを振り返りますと４つありました。 
１つ目が、都市再生整備計画事業という長たらしい名前ですけど、一般には、

まちづくり交付金という名前で言われていまして、旧まちづくり交付金事業と

も言います。富士宮市の場合には、市街地の中心部の魅力づくりのために、き

め細かなプロジェクトも含めて自主的に各種事業を組み合わせてやっていくと

いう計画で国の交付金が出てるい訳です。いろいろ 
なものを自由に組み合わせて、一括して国がそれを支援するという補助制度

でありますが、補助制度であるが故に事業完了後の事後評価というものがあり

ます。その事後評価において、効果検証のためのデータの分析評価を行い、ま

た、後からフォローアップというのも含めて計３回審議をし、これは終わって

おります。 
２つ目のテーマは、緑の基本計画で都市環境の基本になる緑、緑地ですね。

それについて保全、整備し、管理していく、その基本的なマスタープランです。

これに３回をかけて決定をしております。 
３つ目のテーマは、景観計画の改定であります。これは２回やっています。

それで今日に繋がりますが、これは市長のご挨拶にもありましたが世界文化遺

産登録の拠点都市として、富士山への眺望をどのように守るかということが今

回の改定の大きなテーマであります。 
４つ目のテーマは、国土利用計画の改定で、これは１回中間報告を受けてい

ます。これも今日に繋がる訳ですが市域全体の多様な土地利用があり、これを

うまく共存させながら各地域の魅力や活力を高めていくための土地利用のマス

タープランということであります。 
今期は、今日から始まるのですが、２年間の間に当然新しいテーマも出てく

るかと思うのですが、当面今日を含めてですね、まずは、今言った３つ目と４

つ目、景観計画と国土利用計画、というどちらも非常に基本的に重要な且つ非

常に横断的な側面を持っている計画を定めることになります。さらにこういう

計画を今後実施していく。あるいは計画を具体的に各地区に落として、実現方

策や地区で実現していくその方策を充実、強化していくこと。それが今期のテ

ーマになろうかと思います。特に、今言った２つの今日の議題にもなっていま

す２つの計画とその実現方策の充実ということは、この２年間、我々委員の任

期の間に一定の区切りがつくだろうという私は思っております。そういう意味

で前期から繋がりの２つのテーマを実現方策も含めて、一定のくくりがつくと

いうことを今期の都市計画審議会に期待している訳であります。 
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なお、私個人は、その一定の区切りがついたところで富士宮の都市計画審議

会は、卒業させていただこうかというふうに思っております。 
次に都市計画審議会の役割についてなんですが、一般論として３つぐらいあ

ります。 
１つ目は、都市計画法が中心ですが、関連する他の法律もあります。そうい

う法律で定められている都市計画、その他の計画を決定したり、変更したりす

る時に、市長が諮問を出してそれに応じて、審議し答申を出すということが１

つ目の都市計画審議会の役割であります。それが主ではあるのですが、地方分

権、市民参加の時代とともに、２つ目、３つ目の役割が非常に大きくなってき

ました。 
２つ目の役割は、法定計画の前の段階とかですね、あるいは法定計画をつく

った後の段階において、街づくりの重要な課題、あるいは基本方向について、

いろいろな分野の専門的な知見も含めてです。さらに多様な視点から、まちづ

くりの課題と基本方向について審議会として議論する、提言をする。そういう

専門的知見、あるいは様々なお立場や市民として、意見を集約していくという

ようなことがあります。 
最後３つ目ですが、今言ったことに続いて、特にこれから求められているこ

とは、市民と行政と繋ぐ役割。まちづくりは益々行政のみならず、かつては、

割と行政がやって、市民はそれに協力したり文句言ったりということが多かっ

たのです。その市民も事業者、議会、各種専門家がうまく分担連携してまちづ

くりが計画、実現、管理されていく、そういう時代に入っている訳です。そう

いう意味においても、都市計画審議会が１つのその繋ぎ役になる訳で、非常に

重要なものかと思います。というような意味から益々重要になってきておりま

すので、各委員におかれましても、それぞれの所属する立場からの意見に加え

て、一個人、一人の市民として、良識ある発言が期待されるところかなと思い

ます。活発な議論、市民の理解と役立つ議論をこの場でやって、且つ時間の制

約もありますので、効率的に進めていきたいということで各委員の皆様と事務

局の皆さんにお力添えをお願いとする次第です。よろしくお願いします。 
 
では早速、今日のテーマとして、先ほど議題の１番に会長選出ありました。

次の具体的な議事に移る前に、まずは先ほど配られております都市計画審会議

条例の第６条第３項ですか、「会長、わたくしに事故が有る時は、会長があらか

じめ指名する委員が、その職務を代理する」という、「会長の職務代理者」を決

める定めがあります。この方に建築審査会の会長のご経験などもあり、建築、

都市計画に関する知識・ご経験豊かな 寺田 尚稔（てらだ ひさとし）委員 

を指名します。 
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よろしくお願いいたします。 
それから次ですが、毎回審議会の議事録を決めて公表しているのですが、先

ほどの審議会の運営要領としてあります会議録の署名人を指名したいと思いま

す。毎回順番にやっていますが、本日の議事録の署名人を河原﨑信幸委員にお

願いします。 
 
それでは、先ほどの次第に沿って議事を進めます。 
報告事項が２つあります。 
１番は「富士宮市景観計画改定（浅間大社周辺地区景観重点地区指定）」今ま

でも景観重点地区はあった訳ですが、それに隣接するところで新たな浅間大社

周辺地区景観重点地区を指定して先ほどの富士山への眺望等の議論を行います。 

今回が３回目になります。 

２つ目の報告事項は「第４次国土利用計画富士宮市計画」です。国土利用計

画というのは、全国の計画があって都道府県計画と市町村計画があるのですが、

それの富士宮市計画の改定であります。これは、前回に引き続いて２回目にな

ります。この２つを報告事項といってもですね、報告を受けてここで議論をし

て必要なことを議事録に留めたり、場合によっては提言的なものにしていった

りということはあり得ます。 

 

それでは、この２つのうちの１つ目「富士宮市景観計画改定（浅間大社周辺

地区景観重点地区指定）について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（都市計画課主査） 

都市計画課の佐野と申します。よろしくお願いいたします。私からは、「富士

宮市景観計画改定、浅間大社周辺地区 景観重点地区指定」について、景観形成

基準などの原案がまとまりましたので、報告させていただきます。時間はおよ

そ２０分を予定しています。座って失礼いたします。 

 資料は、「報告事項（１）資料１」になります。こちらの資料は、「富士宮市

景観計画」の冊子に追加さするページとして作成しています。 

今回、景観計画の重点地区に指定しようとしている「浅間大社周辺地区」は、

面積が約３６．２ヘクタールを予定しております。その東隣には、既存の重点

地区である「神田地区」、さらにその隣には「中央・駅前地区」が存在している

状況にあります。 

この区域設定は、富士山世界遺産センター（仮称）から浅間大社への動線上

における主要な場所を視点場に設定し、富士山への眺望が阻害されないよう誘

導しようとする範囲となっております。視点場１は「せせらぎ広場、一の鳥居
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付近」、視点場２は「浅間大社前駐車場、二の鳥居付近」、視点場３は「神田川

ふれあい広場付近」、視点場４は、「湧玉池、東鳥居付近」となっております。 

 次に、資料の２ページでは、重点地区の方針を挙げています。 

「景観形成の目標」しまして、本地区は、浅間大社の歴史文化や、湧玉池や神

田川の水と緑の豊かさ、富士山世界遺産センターの立地により、多くの観光客

や市民が集まる場所であり、地域固有の景観を形成しております。 

このような本地区を取り巻く状況から、既存資源を生かしつつ、浅間大社の神

聖な雰囲気に調和し、富士山への良好な眺望を確保したまち並み景観形成を目

標としていきます。 

次に、「まち並み景観の形成の方針」としまして、富士山への眺望を阻害しな

いよう「高さの誘導」と、趣と落ち着きのあるまち並みとなるよう「色彩の誘

導」をしていきたいと考えております。次に、「公共施設景観の形成の方針」と

しまして、浅間大社や神田川を有効に活用した、魅力ある空間づくり。快適で

安全で人にやさしい歩行空間の形成。湧水や小水路などを生かしたやすらぎの

景観づくりを進めていきたいと考えております。公共施設の整備・改良は、浅

間大社を中心とした歴史的景観や富士山への眺望に配慮していきます。公共案

内サインは、効果的な配置をし、周辺環境に配慮した統一感のある色彩、デザ

インとしていきます。視点場からの富士山眺望を阻害する電線・電柱類の整除

を目指していきます。 

 ３ページは、景観法に基づく届出が必要な行為になります。建築物は、新築、

増築、外観の変更など、建築物の規模に関係なく全ての行為を届出対象として

いく予定です。工作物は、新築、増築、外観の変更などの行為に対して、届出

対象の工作物を列記しています。この中で、電波塔については、自家用のテレ

ビアンテナを除くとしています。こちらも、規模に関係なく全ての行為を届出

対象としていく予定です。また、主要な道路である、一般県道富士宮富士公園

線、一般県道富士富士宮線、主要地方道富士富士宮由比線の道路境界から１０

ｍの範囲と、風致地区内においては、屋外広告物で、事業所または１物件で、

表示面積の合計が０．５㎡を超えるものと、自動販売機について、届出対象と

していく予定です。屋外広告物で面積条件があるのは、住宅の表札なども屋外

広告物にあたるため、全てのものではなく、０．５㎡超という面積条件を加え

ています。 

 ４ページからは、「景観形成基準」になります。「建築物・工作物の高さ」に

ついては、各視点場から世界遺産の構成資産である標高１，５００ｍへの見通

し線から建物が飛び出さないよう、制限高さを設定しています。高さ制限は、

４段階で設定しており、青色が１０ｍ、黄色が１３ｍ、桃色が１５ｍ、橙色が

２０ｍとなります。この４つの区域は、合わせて都市計画法の「高度地区」に
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設定し、強制力が強く実効性のある景観誘導を行っていきたいと考えています。

緑色の区域は、風致地区で、既に８ｍの規制が設定されております。また、重

点地区の北側及び東側隣接地域においては、一般共通基準において２５ｍの規

制を設けたいと考えています。資料の最後のページにあります赤字の箇所にお

いて、追加項目としてあげております。 

 建築物の高さの算定方法は、後ほど高度地区の説明の中で、詳しく説明させ

ていただきます。建築物の屋上部分に工作物を設置する場合は、地盤面から工

作物の最上部までを高さとして算定していきます。また、この高さに関する基

準については、国、県、市指定の文化財、史跡等、高度地区の「適用除外」、「許

可による特例」の物件については、適用除外にしたいと考えております。 

 こちらは、参考資料１、「建築物の高さのイメージ図」になります。階高を約

３ｍとした場合、２階建ての住宅程度でしたら、高さは約７～８ｍになります。

今回高さ規制で一番厳しい高さ制限である、１０ｍの区域では、３階建て程度

の建物まで建築することができます。 

 次に、「建築物・工作物の色彩」については、基準をマンセル値によって誘導

していきます。白、灰色、黒で表現される「無彩色」と、既存のまち並みや建

築材料に多く使われる「Ｒ、Ｙ、ＹＲの色相」と、「それ以外の色相」において、

明度と彩度の組み合わせで設定しています。また、基準色の範囲に入らない「強

調色」は、建物見付面積の１０分の１以下であれば、使用できることとします。

着色していない木材や土壁、ガラスなどで仕上げられている部分についても、

この範囲に関係なく使用できることとします。７ページにおいて、このように

色彩の許容範囲をわかりやすく示しております。赤い点線が外壁で使用できる

色、青い点線が屋根で使用できる色となります。 

 次に、「建築付帯設備」については、既設定の一般共通基準や重点地区基準と

同様の内容で、設備類や太陽光発電設備などは、建物と一体になるよう、設置

方法や設置場所、色彩などを誘導していきたいと考えております。 

 次に、「屋外広告物」についての基準です。屋上広告の設置は控えていただく

よう誘導したいと考えております。また、青い線で示した、主要道路の境界か

ら１０ｍの範囲と、風致地区内においては、屋外広告物と自動販売機について、

さらに重点的な景観誘導をしていきたいと考えております。１つ目は、壁面広

告、突出し看板は、地色を外壁と同系色とします。同系色とは、マンセル色相

環でみますと、隣り合った色相の範囲を同系色として考えています。２つ目は、

広告塔、広告板は、脚柱をダークブラウン、地色を屋根基準色の範囲内としま

す。３つ目は、日よけのれんなどは、落ち着いた色合いとしていきたいと考え

ております。また、これらの看板で、木材、石材など自然素材を活用する場合

にはついては、色彩基準を適用しないよう考えております。自動販売機につい
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ては、周辺景観と調和するダークブラウンやグレーベージュにしていただくよ

う、誘導していきたいと考えております。 

 「照明」については、情緒ある夜間景観を演出していきたいと考えておりま

す。「緑化など」については、水と緑が調和した潤いのある景観形成を誘導して

いきたいと考えております。 

以上が現段階で検討しています景観形成基準になります。続きまして、高度

地区について説明します。「報告事項（１） 資料２」と「参考資料２」を合わ

せてご覧ください。「資料２」は、都市計画決定の際の「計画書」、「参考資料２」

は、その取り扱いを図で示したものとなっております。 

 今回、高度地区に設定しようとしている範囲は、景観重点地区の範囲から、

風致地区を除き、東側に隣接する神田地区の一部を加えた区域になります。神

田地区の一部を加える理由は、その部分が視点場１からの眺望に影響があるた

めです。 

 神田地区は、重点地区と合わせて地区計画を併用設定しています。地区計画

による高さ規制がありますが、斜線による高さ制限だけで絶対高さ制限につい

ては定められていないため、今回、この高度地区の設定の範囲に含めたいと考

えております。 

高度地区に設定することで、その区域における最高限度の高さを超えて建築

することはできなくなります。高さの設定は、重点地区の高さ規定と同じ４段

階の設定で、第１種が１０ｍ、第２種が１３ｍ、第３種が１５ｍ、第４種が２

０ｍとなっています。高さの算定は、各敷地における、地盤面からの高さにな

ります。 

 ここで、カッコ内の文章において、塔屋等の取り扱いを設定しておりますの

で、詳しく説明します。まず、通常の建築基準法上の塔屋等の高さの取り扱い

は、塔屋自体の規模が水平投影面積８分の１以内、かつ、高さが１２ｍ以下の

場合、高さには算入されません。しかし、塔屋自体の規模がこれを上回る場合

は、高さに算入されます。したがって、建築基準法のみの高さの取り扱いでは、

塔屋自体の高さが最大１２ｍまで屋上部分につくることが可能となってしまい、

眺望を阻害しかねません。そこで、今回の高度地区の設定では、最高の高さに

含まれない、塔屋等の取り扱いについて、３ｍを基本に条件を加えたいと考え

ています。高さに含まれない塔屋等の高さが３ｍ以下の場合は、通常どおり、

各区域の最高限度まで建築することが可能です。塔屋等が３ｍを超える場合は、

その超える高さ分だけ建物本体を下げることで調整を図ります。例えば、１０

ｍ規制の区域で、４ｍの塔屋がある建物は、最高限度を９ｍに抑えることにな

ります。３ｍという高さは、塔屋等の機能上、構造上、納まる高さとなってい

ます。 
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 次に、高度地区における、適用除外の取り扱いです。高度地区が指定された

際に、すでに建っている建築物や、工事中の建築物で、最高限度を超えている

建築物は、「既存不適格建築物」といいまして、建築物の最高限度は適用されま

せん。既存不適格物件は、そのまま使用することができますが、次に建て替え

する際には、基準に適合させた高さで建築していただきます。現在の調査にお

いて、今回の高度地区を設定した場合、この既存不適格建築物にあたる物件は、

４件発生することが見込まれます。 既存不適格建築物を増築する際、最高限

度の範囲内での増築は認められます。しかし、最高限度を超える部分での増築

は認められません。 既存不適格建築物の大規模の修繕、模様替えをする際は、

現状の高さを増加させない範囲で行う行為については、認められます。「修繕」

とは、同じ材料、仕様で造り替えることで、「模様替え」とは、異なる材料、仕

様で造り替えることです。 

 次に、許可による特例です。これは、市長が建築審査会の同意を得て許可し

たものについては、最高限度を超えて建築することができるものになります。

一つ目は、公共、公益上必要な施設で、機能上、構造上やむを得ず、かつ、景

観や環境に配慮しているもので、たとえば、病院や消防署などが想定されます。

二つ目は、既存不適格建築物の耐震改修についてです。建築物の安全性を担保

するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律の認定を受けて行う耐震改修

であれば、最高限度を超えた部分での改修行為について、許可を得ることで可

能とするものです。高度地区の説明は以上になります。 

 次に、今後のスケジュールになります。「報告事項（１）資料３」をご覧くだ

さい。今後の予定としましては、８月下旬に地元説明会を行います。高度地区

に関しては、都市計画法の手続きに基づいて９月下旬に公聴会を行い、これら

住民の意見をふまえ、案として固めていく予定です。１１月中旬から景観計画

改定については、「パブコメ」を、高度地区については、都市計画の案を「縦覧」

し、１月の景観審議会、都市計画審議会において、最終的な諮問をさせていた

だき、平成２８年４月１日の告示および施行を目指しております。 

 以上で、報告事項（１）についての説明を終わります。 

 

水口会長 

はい、ご苦労様でした。それでは報告事項１の説明が終わりましたので、こ

の件について質問やご意見がありましたらどうぞ。 

皮切りに私の方から１つ。資料で言いますと報告事項１の資料１ですね、景

観計画のことなのですが、それの下にページがあって４ページ、先ほど画面で

も説明がありましたが、それぞれ今回初めて審議会委員として出席された方に

はちょっとわかりにくかったところもあるかと思います。前回とか前々回に例
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えば、富士山への眺望を浅間大社周辺の視点場から富士山がよく見えるように、

というようなシミュレーションをして、こういう筋が出てきたというのは、前

回やや技術的な説明があったのですが、その結果、風致地区の規定の高さ規制

も含めて、５段階のものが設定されている訳ですが、さっきの資料２の方で、

この高さをコントロールする手法として、景観計画による景観形成基準によっ

て届出や協議という、やや柔らかなと言うか、そういうやり方と、それから、

資料２の方で都市計画に高度地区という絶対的に何メートル以下という高さを

決めるという、これは都市計画の手続きを踏んで非常に強制的な力があります。

資料２の方ですね、さっきのカッコ書きの説明がありました。建築基準法にお

いて、建物の屋上部分、一般には階段室とかエレベーター塔とかがあるのです

が、そこについては、小さなものが先ほどのようにここの規定では３メートル

までの塔屋については認めると、それ以上になると建物本体自身を下げるとい

う規定になる訳です。１つは、この景観計画で資料１の４の方で、さっきも画

面で説明ありました屋上にある工作物ですね。建築物とは違って建築物と構造

的に一体で屋根・壁・柱・床がある、いわゆる建築物ではなくて、くっついて

工作しているものですね。その場合には、屋上からさらに工作物が立ち上がる

訳ですから、地盤面から工作物までのてっぺんの高さを決め、その高さ以下と

するというふうな規定になっています。 
一方、屋上にある建築物、要するにペントハウスという階段室とかエレベー

ター塔とかその他いくつかありますが、それについてはこの高度地区の方では

３メートルの緩和規定がある訳です。景観計画の方で、この屋上部分の高さを

どう見るかということが１つ運用上問題になってくると思います。実は資料１

の最後のページですね。最後のページで先ほど説明を省略されたページが７３

ページになっていますが、これは現行の景観計画のページですね。そこにタイ

トルが景観形成基準となっていますが、ここは市域全域の共通の景観形成基準

というところがある訳です。その下の方に高さというのがやっぱりあって、高

さの中の点ポチの１つ目、そこから見たとき富士山の稜線を遮らない建築高さ

としています。これは市全域の主な眺望点のところから適用される訳です。そ

ういう意味で言えば、先ほどの新たに設定する重点地区の高さの制限は、先ほ

ども説明もあった富士山の１，５００メートルラインが見えるようにというや

つです。 
しかし、そこに塔屋、ペントハウス等があれば３メートルまで上がって良い

ということになっている訳ですね。ですから、ここをどう運用するかというこ

とは、ちょっと考えておいた方が良いということがあって、つまり、私の意見

は、高度地区で３メートルのペントハウスまでは緩和しているのだから、それ

を景観計画の中でも緩和するのは良いだろうと。ただそれが富士山の眺望とし
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て富士山の稜線てっぺんラインといいますか、スカイラインを超えるというこ

とは景観計画の一般基準で決めているだけで、特に先ほどのような浅間大社周

辺重点地区で富士宮の市街地からの景観を代表するようなところでは、富士山

の稜線を超えないという景観計画上の規定を運用していくということは非常に

重要だろう思います。滅多にないでしょうが、近いところの建物で大きなもの

が建って、結構大きな塔屋や階段室ができると、８分の１以下という小さなも

のならＯＫというのがありましたが、８分の１といったって見た目では結構建

物の全体の幅の半分くらいにその塔屋があると、そういうようなことがあり得

る訳ですから、富士山の稜線を遮るということも考えられる訳ですから、その

辺りの運用が１つ課題かなと思っておりました。これに関してどう考えていま

すか。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 

高度地区での塔屋の取扱いを景観計画の景観法に基づく指導といいますか、

誘導の方にも適用できるように、もう少し工夫といいますか内容の方をちょっ

と検討させていただく予定ではございます。 
それから、建築物の屋上及び屋根部分に塔屋ではなく、高架水槽のような別

の工作物が付く想定があって、それが、いま塔屋がある建築物の取扱いと少し

不整合な部分が見られるとご指摘もいただきました。この辺につきましても、

もう少し検討をさせていただきたいと思います。 
 
水口会長 

はい。今のお答えに補足しますと、資料１の４ページでは景観形成基準の上

の方に５段階の高さの規定値が書いてあって、その次に建築物の屋上部分に設

置する工作物の高さの算定は、地盤面から工作物の一番てっぺんまでとすると、

こう書いてある訳です。さっき画面にもありましたが、屋上の上に給水塔なん

かが乗っかっていると、それは決めている高さ以下とするということになる訳

ですね。だけどペントハウスだったら高度地区では、３メートルまでは許容さ

れる訳で、その辺が建築基準法は、景観というよりは小さな屋上は、階数とか

面積とか高さに数えないという建築物から全体のことを言っている訳です。し

かし、景観上はやっぱり見かけどう見えるかということで、だから工作物と建

築物とちょっとアンバランスがあるというようなこともあって、それをどうす

るかというのは、今後、また検討していただいて、少なくともさっき言った稜

線を越えないという一般基準だけは運用として、適用していくということにな

ろうかと思います。 
ちょっと技術的なことで申し訳ないですが私からは以上です。 
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菅原委員は、景観審議会で前にやっているので、その辺を踏まえてわかりま

すか。 
 

菅原委員 

解釈としてはですね。塔屋の高さその物よりもトータルとしての高さが基準

にあっていれば良いというふうに解釈をしていたので、３メートル、その塔屋

部分が３メートルを越える越えない以前に塔屋を入れた、この参考資料の２の

１ページ目に書いてある形でトータルの高さの基準などが、塔屋の部分が高く

なった分、本体の高さを低くするという形が書いてあるので、あまり問題がな

いかなという感じを受けていたのですが。 
 

水口会長 

参考資料の２は、そういうことは書いてないと思いますが。どういうことで

すか。 
 

植松委員 

高度地区ですと最高限度プラス３メートルってことですよね。そのプラス３

メートルをどう扱われているかですね。 
 

菅原委員 

高度地区の方ですね。それが混同していたので、すみません。 
 

水口会長 

高度地区は強制力がある代わりに、あまり景観のことだけを考えている訳じ

ゃないから、８分の１以内の小さなペントハウスであれば、３メートルまでは

富士宮の計画ではＯＫという原案になっている訳です。実際は下の本体から一

体的にペントハウスまで壁が繋がっている場合もある訳ですので、建築物であ

ることには変わりがない訳です。 
菅原さんいいですか。 
 

菅原委員 

はい。理解力が不足しておりました。 
 

植松委員 

 当局はどういう取扱いを考えていますか。 
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水口会長 

はい。どうぞ。 
 

事務局（都市計画課計画係長） 

再度の説明になってしまって恐縮なのですが、報告事項の資料１の２になり

ますが、建築物の高さの最高限度というところで、建築物の高さにカッコ書き

の取扱いの部分がある訳ですが、もしカッコ書きの部分が無かった場合には、

建築基準法の取り扱いがそのまま適用されるということで、水平投影面積が８

分の１以下で且つ塔屋自体の高さが１２メートル以下の場合には、高さに含ま

れないので、最大１２メートルまでの塔屋が出来てしまうことになります。そ

れは、カッコ書きをもし入れなかった場合です。そういうことになりますと眺

望上支障があるということで、今回はカッコ書きの部分を加えて、塔屋部分の

高さもコントロールする必要があると判断しました。それがこのカッコ部分に

なるですが、原則として、まず塔屋を３メートルで制限して、もし塔屋が４メ

ートル５メートル欲しい場合には、建物本体を下げて調整するという内容の原

案になっております。 
 

水口会長 

はい。ということで都市計画法と建築基準法が合わさった高度地区という手

法を使う限り、強制力は高くて安定しているけれども、塔屋部分にプラス３メ

ートルの緩和となっているのがこの原案です。それを０メートルにできるかと

いうことがあってですね、これはあくまで道具ですからパワーはあるけれども、

そういう使い勝手の悪さがあって、それを景観計画という景観を中心とした考

え方の法制度と合わせて使うということになっている訳なので、その辺の高度

地区制度と景観法による景観計画による制度との使い分けや、うまく併用でや

ろうとしているところに、ちょっと工夫の余地があるという訳です。 
 

事務局（都市計画課計画係長） 

会長、いまわかりやすい言葉をおっしゃってくれたのですが、塔屋を全くつ

けさせない。塔屋ダメだよというふうにしてしまえば、これはすごくすっきり

とわかりやすいのかもしれません。塔屋をつけてはいけませんあるいは、プラ

ス３メートルの緩和規定を無くすことも絶対にできないという訳ではないとは

思いますが、建築基準法とのバランスなど、そこまで制限をしていいのかとい

うこともございます。 
 
水口会長 
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それは、塔屋自体をつけてはいけないのではなくて、塔屋が３メートルあれ

ば３メートル分、屋上の高さを低くするということはあり得る訳ですよ。屋上

に階段室とかエレベーター塔の設置自体を制限することはできない訳であって、

その分だけは、高さを低くしなさいということが一番厳しいやつですね。 
はい。どうぞ。 
 

事務局（都市計画課計画係長） 

すみません。建築基準法では、本来、塔屋自体が１２メートルまでなら高さ

に算入せず設置できる部分を今回３メートルまでということで、厳しくここで

高度地区によって制限する内容になっております。この３メートルという部分

は、必要最小限の塔屋の機能を果たし得るだろうということで判断しておりま

すが、この３メートルという数字であれば、建築物上の機能も担保でき、かつ

視点場からの眺望景観上も支障がないレベルで許容できるだろうと考え、まず

はこの３メートルを原案として示したものでございます。 
 

水口会長 

はい。まあ３メートル約１階分ですね。階段室があっても、１階分あれば、

階段室ならつくということで、この原案の趣旨はわかりますが。 
はい。どうぞ。 
 

菅原委員 

この先ほどの報告資料。事項１の参考資料の１ページですけれども。 
 

水口会長 

参考資料の２の１ページですか。 
 

菅原委員 

もう１度これをじっくり見ていると最高限度って決まりますよね。塔屋等は

高さに含まれないということで、その建築物の規模が大きくて屋上面積がその

分広くなる訳ですよね。そうすると８分の１っていうと何平米って基準がない

ので建物が大きければ、その分８分の１以内って言っても結構大きいのが出来

る可能性があるということですよね。それが大きくなった場合に高さの基準３

メートル以内だったら規制に入らないということは、場合によっては建物の規

模によっては、富士山の稜線を侵してしまう恐れがあるということですよね。 
 

水口会長 
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僕が言ったのはそういうことです。 
 

菅原委員 

そうですよね。そういうことからすると８分の１の基準では、景観上の規制

力は弱まるかなというふうに考えたんですけど。 
 

水口会長 

何が弱まる。 
 

菅原委員 

強制力が。景観を守るという。 
 

水口会長 

景観を守る効果ですね。強制力はある訳ですよ。高度地区という手法を使え

ば。 
 

菅原委員 

稜線を守るという方の強制力ですよね。先ほど言った。 
 

水口会長 

はい。ですから、僕が言った高度地区を使う限り、塔屋緩和ゼロというのは

ちょっと厳しいだろうと。景観計画の方はそういう強制力はありませんが、割

りと関係者といろいろ協議して、合意した上で届出をもらうというものですか

ら、そういう時にせめて稜線は超えないような設計は出来るでしょ。というこ

とならば可能だと思いますが。 
はい。どうぞ。 
 

事務局（都市計画課計画係長） 

この地域の敷地の大きさとかからしますと、一般住宅などの敷地が狭い建物

も相当数、半数以上あるのではないかというような地域特性ではあります。今、

ご指摘のとおり、塔屋の取り扱いについて、塔屋を含んでトータルで抑えると

いうことも、もちろんできなくはないものですから、その辺は、今日ご指摘を

踏まえて、再度、当局の方で検討させていただきたいと思います。 
 

水口会長 

はい。では、ちょっと今の屋上建物工作物の高さの問題ばかりになりました



19 
 

が、それ以外のことでどうぞ。 
 
河原﨑委員 

現在、この視点から見ている中で、既存建築物でもって不適格になるものっ

てどれくらいあるんですか。 
 
水口会長 

先ほど説明がありましたが。どうぞ。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 

４件です。 
 
水口会長 

いわゆる既存不適格建築物というやつですけど、僕がさっき言ったのが既存

不適格問題ではなくて、現在は、割合いに敷地の小さなところが多いと言われ

ました。しかし、敷地を統合して大きな建物が建つ可能性がある訳ですよね。

その場所によっては、富士山の稜線を越えるようなペントハウスがあり得る訳

ですから、そこはどうするかということは、このように決めて、僕は良いと思

うのですが、運用上のことはしっかり考えておく必要があるだろうと思います。 
まあ、これ３回やって来て、いよいよ今回、具体的なルールを景観計画に追

加する段階となってきたので、いろいろなケースを考える必要があって、議論

がやや難しくて、想定問答みたいになってくるところがあるのですが。 
 
植松委員 

はい。今のご指摘の塔屋の件なんですけど、会長がお話しされたような流れ

でいきますと、今回その辺について、しっかりと結論を出しておかなきゃなら

ないことになる訳ですよね。そうしますと、今、先ほど当局の方から、塔屋の

高さも含めて、最高限度という形の取り扱いも出来るということであれば、そ

ういう方向で決めた方がよろしいではないでしょうか。今回。 
 

水口会長 

はい。どうぞ。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 

都市計画法の高度地区と景観法のそれぞれの融合という形の制度設計につい

ては、もう少しお時間をいただければと思います。 
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水口会長 

この場では難しいところはあるでしょうが、原案としては、今のような３メ

ートルまでの屋上建築物高さ緩和を建築基準法に準じてやると。実際、その景

観眺望上の配慮は、景観計画の景観基準を使って運用していくと現行案が１つ。

もう１つは、高度地区の屋上建築物高さ緩和をしないという案と、あえてまと

めれば２つの案がある訳です。ですから、この場で屋上緩和をしないという高

度地区があり得るかどうかということを、事務局としては少し検討し回答した

いということですね。 
はい、どうぞ。 
 

事務局（都市計画課計画係長） 

先ほど言いましたとおり３メートル飛び出る部分が、眺望上どの程度まで影

響あるのかということを今日のご指摘を踏まえて、もう少し検討してみたい部

分でもございますし、他市の事例などですね、一般的に高度地区の中で今回カ

ッコ書きのように、塔屋自体の高さをコントロールしているというのが、京都

などでの例であるんですが、このカッコ書きを入れなければフリーの状態にな

るということですから、他市の例なども見ながら、もう少しちょっと事務局の

方で検討する時間をいただきたいと思っております。 
 

水口会長 

はい。それでは、先ほどのスケジュール上は、高度地区都市計画決定の手続

きまで入るので、次の審議会では、それらの縦覧とかパブリックコメントが終

っている段階ですので、今２案がありますので、対象地区の高さの実態とか、

他都市で同じようにいろいろ苦労しながらやっている事例もあって、今、京都

市の例を言われましたけど、これらを今までも参考にしてきた訳ですが、今日

の指摘も踏まえ、参考にしてということで、どうしましょうかね。 
原案でいくか、より厳しい案でいくのかを私も交えて事務局の方で検討、報

告いただいて、結果については、会長の私が判断するってことでよろしいです

かね。 
事務局の方はそれでいいですか。審議会のみなさんいいですか。 
 

委員（発言者不明） 

会長にお任せします。 
 

水口会長 
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よろしいでしょうか、他の方。 

といっても単純な話なんですけどね。プラス３メートルを認めていいかどう

かといことですから。そういう意味ではレアケースかもしれない。しかし、ち

ゃんと計画は運用できるようにあらかじめ準備しておくというような、こうい

う強制的計画をつくる時には、結構大事なところです。というようなことで、

ちょっと異例ではありますが、原案か、高さの制限をより一律厳しくというん

ですかね、そうするかということは、あるべき論だけでもなかなか決められな

くて、法律の解釈とか実態とかを見て、もう１度検討して、もし可能ならばよ

り厳しい方にすると、もし、いろいろな問題ありそうならば、原案で運用上し

っかり工夫する、ということで収めていただきたいというふうに思います。 

私の方からもう１点。資料１の５ページに新たな景観重点地区の建築付帯設

備があります。この中に太陽電池モジュールの色彩とか太陽光発電設備の置き

方とか、景観デザインに関する規定があります。先ほど説明で、既にこういう

景観形成基準というのは、現行の計画の中でも市域全域に適応される共通基準

と指定済の重点地区に適応される特定地区景観基準と２つあります。今回の新

しい重点地区の太陽電池モジュール色彩等の規定は、たぶん同様な規定が一般

基準、それから既定重点地区景観基準の中にもあると思うので、その辺はもう 1

度精査して、できる限り共通の文言にしていただきたいと思います。既存の重

点地区の変更になると手続き上は、やや面倒になるのですが、たぶん既定地区

の方は変える必要はないんだと思いますが、いろいろな景観基準の比較整合と

いいますか、というようなことを今後の運用上の話としてご検討願いたいとい

うのが意見です。 

はい。どうぞ。 

 
事務局（都市計画課計画係長） 

次回の諮問答申の時には、景観計画書の全体の変更という形でお示しすると

思いますので、今回の重点地区の設定に従って、現在の書きぶりと少し整合が

取れなくなるような面については、揃えていくような方向で全体を仕立てるよ

うな形で考えていきます。 
 
水口会長 

はい。お願いします。それは次回で十分間に合いますから。他にはないでし

ょうか。 
特に今回だけ切り離してみるとなかなか難しい話で、加えて法規定の基準み

たいなものと絡んできたんで、やや技術的・専門的な議論になってしまって恐

縮でした。もしよろしければ、今言ったご意見を踏まえて、先ほどの件に関し



22 
 

ては、会長として皆様を代表して、この案で行くか、より厳しい案でいくのか

を検討したい。その経緯は、次回のこの審議会で報告したいと考えます。では、

この件は、少し時間がかかりましたが、終わりにして、次のテーマに行きます。 
報告事項の２の「第４次国土利用計画富士宮市計画について」、事務局より説

明をお願いします。 
 
事務局（都市計画課土地対策係主査） 

 都市計画課の伊藤です。よろしくお願いします。 

私からは、第４次国土利用計画富士宮市計画の策定について、説明をさせて

いただきます。資料は、報告事項（２）資料で、このペーパーを使って説明し

ます。２５分程度を予定しております。それでは、座って、失礼いたします。

まず、資料に入る前に、国土利用計画について、簡単に説明させていただきま

すと、国土利用計画は、国土利用計画法の基本理念に即して、公共の福祉を優

先させ、自然環境の保全を図りながら、長期にわたって安定した均衡ある国土

の利用を確保することを目的として策定するものであります。土地の利用に関

する最も基本的な計画ということになります。国土利用計画は、先ほど、水口

会長のお話にもありましたが、全国計画、都道府県計画、市町村計画の３段階

から構成されております。そのなかで、地域に最も密着している市町村計画の

推進を図ることが特に重要となっております。本日は、まだ素案の段階ではあ

りますが、概要について、説明させていただきます。 

それでは、資料をご覧ください。まず、前回の続きから、お話をさせていた

だきます。４ページ、資料の裏面になりますが、こちらをご覧ください。四角

の７番、「土地利用診断による土地利用構想図の作成」になります。前回、この

土地利用診断の特徴として、「科学的」という言葉を使わせていただきました。

これについて、少し、補足させていただきます。この土地利用診断のプロセス

自体は、必ずしも、「科学的」とは言えないのかもしれないのですが、科学的調

査結果に基づく様々な資料を用いて、土地利用診断を行っているというところ

に、科学的要素を含んでいると考え、あえて「科学的」という言葉を使わせて

いただきました。右の表は、どのような要因が分野別評価に影響しているのか

を整理しておりますが、要因の、１つ目で地形・地質。それから、２つ目の土

壌におきましては、科学的調査結果に基づいた資料を使っております。たとえ

ば、傾斜につきましては、人が生活圏を形成する上で、傾斜度が、どのような

制限を与えているのかを、分析した資料、地盤については、災害性を分析した

資料、土壌においては、作物の生産力について分析した資料を用いております。

このように科学的要素を含んでいるというところで、あえて、「科学的」という

言葉を使わせていただきました。御理解いただきたいと思います。 
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それでは、前回の続きになりますが、土地利用診断結果の上に、政策的な要

因を載せた土地利用構想図について説明します。ページの右側、こちらが、第

４次国土利用計画の土地利用構想図の案になります。今回は、旧芝川町域を加

えたという、大きな変更点もございますが、まず、土地利用診断結果によって

変更が生じた箇所について、２点ほど説明させていただきます。 

まず、１点目は、構想図で、市域の最北端になりますが、緑色の環境緑地地

域がございます。これは、朝霧高原のススキ草原になります。ススキ自体は、

貴重な植生ではございませんが、この地域は、鎌倉時代の富士の巻狩り当時か

ら、火入れを行い、刈り取りなどの管理により維持されてきた歴史を持ち、富

士山と朝霧高原の眺望を保全するために貴重な植生域となっております。現行

の計画では、この周辺のススキが繁茂している区域一体を環境緑地地域に設定

されておりましたが、そのなかで、実際に火入れを行い、管理している区域が、

平成２４年に文化庁の「ふるさと文化財の森」に指定されました。このため、

ススギ草原の評価を見直し、「ふるさと文化財の森」の指定区域を環境緑地地域

に改めました。 

もう１つは、構想図に青丸が２つございますが、上の青丸の、すぐ北側に、

黄緑色の林業・森林保全地域がございます。この地域は、鳥獣保護区に指定さ

れている地域の１部で、特に、開発の制限はございませんが、鳥獣の捕獲など

が制限されている地域になっております。このなかで、まとまりのある樹林地

や水面で構成された土地は、野生動物が生息するだろう地域と評価し、自然保

全地域に設定しておりました。しかし、今回、図面のＧＩＳデータ化により、

この地域が、鳥獣の生息環境としての機能を持たない、枯れている沢で分断さ

れているということが判明し、自然保全地域から除外しております。このよう

に、新しいデータが出てきたり、データがより詳細になったりすることによっ

て、土地利用診断の評価が変更されております。次に、政策的要因について、

説明します。土地利用診断結果をもとに、影響の少ない地域へ、政策推進エリ

アを設定し、積極的土地利用の誘導を図ります。政策推進エリアの立地の基本

方針として、下に、３つ載せております。現行計画との比較も併せて説明させ

ていただきます。まず、「緑・産業振興地域」は、構想図の緑の点線で囲まれた

地域になりますが、こちらにつきましては、現行をそのまま引き継ぐかたちで

設定しております。過去の計画から、整備を進めてきたという歴史と、今後も、

可能性があるというところで、引き続き、自然と共生した、産業立地を誘導し

ていくエリアになります。 

次に、「集落拠点地域」につきましては、赤丸で示しております。都市計画マ

スタープランにおける「地域生活拠点エリア」の１４地区を設定しました。集

落環境の整備を進め、地域活力の向上を図っていく地域になります。内容に変
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更はございませんが、芝川地域を含め、６地区を追加しております。そして、

新たに、「職住近接産業地域」を、青丸で、２箇所、設定しております。上井出、

北山のインター周辺に立地する、既存産業の育成と、それに近接する、赤丸の

集落維持の住宅政策と合わせて、働く場を提供するため、地域振興となる産業

の集積を図っていくエリアとなっております。以上の３地域になりますが、現

行の第３次計画では、朝霧の国道１３９号から西側のエリアを「食・観光交流

地域」という政策推進エリアを設定しておりました。現行の総合計画において

は、「食によるまちづくり」が大きなプロジェクトでありましたが、次期総合計

画においては、継承しつつも、市域全体として推進することとし、朝霧地域に

おいては、一体的な景観の保全・活用に主眼をおいたゾーニングがされたこと

に伴い、「食・観光交流地域」の位置づけを無くしております。これら、政策推

進エリアを初めとする、土地利用構想図の各地域における土地利用方針は、土

地利用事業の適正化に関する指導要綱や都市計画法の開発許可制度などを運用

して、土地利用構想図の実現を図っていくことになります。以上が、第４次国

土利用計画で示す、土地利用構想図の説明になります。 

それでは、資料の１ページへ移りまして、策定にあたっての検討経緯や、計

画書の概要について、説明していきます。まず、富士宮市における国土利用計

画の策定経緯になりますが、昭和５０年代後半の富士山麓における大規模開発

動向に対応するため、第２次総合計画の策定と併行して、昭和６３年に第１次

国土利用計画を策定したのが始まりでございます。第１次計画から、総合計画

と連携し、土地利用診断を踏まえて作成しており、「土地に聴き 人が拓く均衡

ある土地利用」の理念のもと、土地利用の基本方向を定めております。以降、

１０年に１度、改定を重ね、今回、第４次計画の策定、ということになります。

計画期間は、平成２８年４月から３８年３月まで、でありまして、来年度から

１０年間の計画になります。合併後としましては、初めての策定ということに

なります。 

次に「（３）計画の策定体系」になります。国土利用計画富士宮市計画は、国

土利用計画法に基づき、静岡県計画を基本とし、富士宮市総合計画の基本構想

に即するように、策定しております。また、総合計画の基本計画とは、互いの

ワーキンググループ会議を通じて、調整、連携を図って策定しております。市

民意向調査としましては、市政モニターアンケート、市民アンケート、地区別

懇談会を実施いたしました。パブリックコメントにつきましては、来月に実施

を予定しております。次に、その下の将来人口推計になりますが、第５次総合

計画における将来人口推計を、そのまま用いております。平成２７年の住民基

本台帳の実績値をもとに、中間年次、目標年次における人口、世帯数を推計し

ております。人口については、既に平成２６年から減少に転じておりまして、
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目標年次までに１０年間で約７,０００人の減少を見込んでおります。世帯数に

つきましては、基準年の平成２７年をピークに、目標年次では約４５０世帯の

減少を想定しております。 

次に、２番の市域の土地利用に関する現況と課題になります。富士宮市での

社会的な背景の変化として、主なものを写真で載せております。芝川町との合

併や富士山の世界遺産登録、それから新東名の開通といった、大きなイベント

がありました。そして、工業団地への産業立地の進展が見られる一方で、まち

なか、集落では担い手不足による、活力の低下が現れ始めております。次は、

市民意向としまして、アンケート調査結果になります。まず、現在の土地利用

の状況につきましては、「耕作放棄地などが目立つ」、「山林の管理が行き届いて

いない」、それから、「中心部の空き地が目立つ」といった、低未利用地に対す

る意識が高くなっております。次に、今後の土地利用については、やはり、こ

れらについて「農地や山林・里山を保全」する一方で、「空き地を有効活用すべ

き」といった声が多くありました。また、土地利用規制については、「規制すべ

き地域は規制を強化し」、住んでいる地域については、「緑豊か」で、「閑静な」

住宅地域を望んでいる、ということがわかりました。 

以上を踏まえまして、「（３）土地利用における課題」になります。全市的な

課題、市街地の課題、市街地周辺部の課題、それから、土地利用の実現に向け

た課題というように整理しております。まず、全体では、豊かな自然環境の保

全としまして、環境への負荷の軽減、あるいは、アンケートにもありましたが、

農地や森林の適切な維持・管理などを通じて、豊かな自然環境を保全していく

ことを挙げております。それから、地域資源を活かした産業振興や今後予想さ

れる自然災害への対応、また、これら産業振興や災害対策の観点からも、広域

交通ネットワークの早期実現といったところを課題として挙げております。市

街地につきましては、中心部の賑わいづくり、世界遺産にふさわしいまちづく

り、といったところが課題となっております。また、アンケートにもありまし

たが、良好な住環境の形成、低未利用地の有効活用なども課題として挙げてお

ります。 

次に、市街地周辺部では、旧町村役場を中心とした集落において、担い手不

足によるコミュニティの維持が懸念されております。そのため、集落環境の整

備、拠点機能の強化を課題として挙げております。最後に、土地利用の実現に

向けた課題になりますが、行政、市民、事業者も含めまして、それぞれの協働

によるまちづくりの、実現化手法の検討を課題として挙げております。 

次に、２ページ、裏面へ移ります。先ほどの現況と課題を踏まえまして、土

地利用の基本方針を６つ、かかげております。この基本方針につきましては、

総合計画の基本構想に即するといったところで、総合計画・土地利用構想から
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引用し、内容を一致させております。まず、１つ目の「総合的かつ計画的な土

地利用の推進」につきましては、自然、歴史、文化、社会といった、地域のさ

まざまな条件に配慮して、土地利用診断を指針とした施策展開による、総合的

かつ計画的な土地利用を推進していきます。次に、「富士山、天子山系などの豊

かな自然環境との共生」では、自然環境の保全を図るとともに、引き続き、自

然と共生した産業振興を進めていきます。「安全、安心な土地利用の確立」につ

きましては、災害リスクの高い地域における土地利用規制や、治山治水対策に

よる災害に強いまちづくりを進めていきます。「自然を活用した既存産業の育成

と基幹道路を生かした産業基盤の整備」に関しましては、産業間の連携を強化

し、既存産業を育成するとともに、インターチェンジ周辺の交通利便性の高い

地域特性を生かした産業振興を進めます。また、下の（６）とも関連しますが、

既存集落における人口維持に向けた住宅政策と併せ、働く場の創出を図ってい

きます。「魅力ある都市空間・生活空間の形成」では、主に市街地におきまして、

富士山世界遺産センターを核とした中心部にふさわしい街並みや賑わいの再生

に努めていきます。「伝統・文化を引き継ぐ集落環境の維持」につきましては、

主に集落地域におきまして、地域に応じた計画的なまちづくりや住宅地の確保

を進めることによって、集落の維持、あるいは地域活力の向上を図っていきま

す。さらに、総合計画の土地利用構想では、下の図のゾーン別土地利用概念図

によって、市域を５つのゾーンに区分して、土地利用の方向を示しております。

これら土地利用の方向は、各ゾーンにおける保全、活用、整備の概念を示すも

ので、具体的な計画につきましては、総合計画の土地利用計画、それから国土

利用計画により定めることになっております。次に、４利用区分別の基本方針

になります。国土利用計画では、土地の利用目的に応じた区分ごとに、基本方

針と、それから、目標年次における面積推計を定めております。市域の（１）

から（６）までの、どれにも属さない土地を「その他」としております。 

それでは、利用区分別の基本方針、それから、下の表で、利用区分ごとの面

積推計を同時に見ていきます。まず、農用地は、減少傾向にありますが、食料

の安定供給の観点からも一定の面積を確保する必要があります。このため、農

業者の育成、確保によって、農用地の適正な維持・管理の推進、遊休化の抑制

を図ります。目標年次であります、平成３７年度における農用地の面積は、産

業基盤、集落基盤、交通基盤の整備などにより、転用が想定されますが、減少

を、概ね１２２ｈａに抑え、約３，１３４ｈａと推計します。森林につきまし

ては、木材生産機能のほか、水源かんよう、山地災害の防止等、多面的機能を

高度に発揮させるため、適切に保全します。目標年次における森林の面積は、

砂利採取に伴う林地開発や、公園整備などにより、概ね１３３ｈａ減少し、約

２５，３０２ｈａと推計します。これに関しましては、砂利採取に伴う林地開
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発は、最終的に森林に戻すという法的措置がとられておりますので、一時的な

減少と捉えております。公園整備につきましても、緑地形態として保全されま

すので、影響は少ないと考えます。次に、原野につきましては、平成１５年以

降も存在しておりませんので、今後も、健全な土地利用を推進する観点から、

原野の発生の防止に努め、目標年次においても０ｈａと推計します。水面・河

川・水路につきましては、ダムや湖、池、それから河川、農業用排水路などが

これに当たりますが、安定した水量の確保と水質の保全に努め、河川、水路に

つきましては、総合的な治水対策を進め、安全な市民生活の確保を図ります。

目標年次における水面・河川・水路の面積は、大規模な河川改修や農業基盤整

備などが予定されておりませんので、増減なしの約５７５ｈａと推計します。

道路につきましては、周辺地域の交通網を支える幹線道路、市街地の骨格を形

成する補助幹線道路、また、良好な生活環境を形成する生活道路の整備に取り

組み、体系的な道路交通網の形成に努めます。目標年次における道路の面積は、

都市計画道路の整備や新たな宅地の増加などによる一般道路の整備、また農林

道の整備により、概ね３８ｈａ増加し、約１，４１９ｈａになると推計します。

次は宅地になりますが、住宅地、工業用地、その他宅地に分かれております。

まず、住宅地につきましては、世帯数が今後、減少に向かうだろうと想定され

ておりますが、人口維持に向けた住宅地の確保に伴い、一定の需要が見込まれ

るため、空き家等の既存ストックを有効活用するとともに、集落環境の整備に

当たっては、田園風景に調和した住宅地の形成を図ります。そのため、目標年

次における住宅地の面積は、概ね４２ｈａ増加し、約２，２３６ｈａになると

推計します。工業用地につきましては、地域経済の発展、あるいは雇用の場を

確保するため、既存の工業用地での操業環境の維持と、「緑・産業振興地域」や

「職住近接産業地域」への新たな用地の確保を図ります。そのため、目標年次

における工業用地の面積は、概ね５１ｈａ増加し、約３５７ｈａになると推計

します。その他宅地は、主に、事務所や商業施設等の商業業務施設用地や、厚

生福祉施設、観光・交流・文化施設などの公共・公益施設用地などから構成さ

れておりますが、これらは、市民生活の利便性の向上や、地域の活性化に必要

な機能であり、既存施設の活用・充実を図るとともに、新たな整備については、

適正かつ効率的な配置に努めます。目標年次におけるその他宅地の面積は、富

士山世界遺産センターの建設を契機とした中心市街地の整備や、集落における

計画的な生活利便施設用地の確保に伴い、概ね１１ｈａ増加し、約１６０ｈａ

になると推計します。その他につきましては、学校用地、境内地、公園緑地な

どの公共・公益施設用地や、太陽光発電設備施設用地、それから、土石の採掘

用地などが、主なものになります。そのなかでも、近年、立地動向が顕著な太

陽光発電設備施設用地、それから、土石の採掘用地については、富士山の景観、
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豊かな自然環境、生活環境の保全に配慮し、用地を最小限にとどめます。目標

年次におけるその他の面積は、これらの用地の確保や整備により、概ね１２１

ｈａ増加し、約５,７２４ｈａになると推計します。以上が、利用区分別の基本

方針になります。 

次に、３ページに移りまして、「地域別の基本方針」です。写真と地域区分図

を載せておりますが、地域区分につきましては、それぞれの歴史的な背景や、

地形的・土地利用的条件を共有している地域を考慮し、地域設定をしておりま

す。まず、中部地域につきましては、商業・業務機能や、浅間大社を中心とし

た歴史・文化機能を強化し、市民、企業、行政の協働による市街地の再整備を

進めます。東部地域は、富士山の広大な裾野に位置しており、国立公園特別地

域に指定されている区域もあります。このような良好な自然環境を適切に維

持・保全するとともに、緑・産業振興地域や職住近接産業地域による、自然環

境と調和した産業の振興を進めます。西部地域は、今後も引き続き農業振興を

図るとともに、観光・交流拠点としての強化を図ります。北部地域は、富士山

西麓、天子山系、朝霧高原などの自然資源を適切に維持・保全するとともに、

これらの自然環境や景観を活用した観光・交流・レクリエーション機能の強化

や、職住近接産業地域における産業振興を進めます。南部地域は、富士川や稲

瀬川沿いに広がる農地や森林など、恵まれた自然環境の維持・保全を図ります。

また、各地域に形成されている集落におきましては、必要な住宅地の確保を進

め、集落環境の維持を図るとともに、生活利便施設の立地などによる拠点性の

向上を図ります。最後に、６基本方針を実現するための方策です。土地利用の

基本方針で掲げた、６つの方針に、それぞれ、方策を載せております。こちら

も、総合計画の土地利用計画との連携というところで、内容を統一していると

ころになります。「総合的かつ計画的な土地利用の推進」にきましては、土地利

用構想図に基づいた土地利用の誘導と調整を図ります。また、均衡ある市域の

発展を図るため、集落環境の整備として、地区計画や大規模指定集落制度、優

良田園住宅制度の活用を推進します。「富士山、天子山系等の豊かな自然環境と

の共生」では、森林の適切な維持・管理を通じて、森林の公益的機能を高度に

発揮させるとともに、「緑・産業振興地域」における、これら自然環境と共生し

た産業を誘導します。「安全・安心な土地利用の確立」につきましては、ハザー

ドマップの災害危険区域を「防災・水資源保全地域」に設定し、土地利用規制

するとともに、ハード対策とソフト対策を適切に組合せ、防災、減災対策を進

めます。「自然を活用した既存産業の育成と基幹道路を生かした産業基盤の整備」

に関しましては、政策推進エリアとして、基幹道路や既存の産業基盤を活用し

た「緑・産業振興地域」や「職住近接産業地域」を設定し、産業の誘導や近接

する集落の維持に向けた、働く場の創出を図ります。「魅力ある都市空間・生活
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空間の形成」に関しましては、「世界遺産のまちづくり整備」による、道路交通

網体系の整備、土地の有効利用促進などを通じて、世界遺産にふさわしい街並

みや、市街地の活性化を図ります。「伝統・文化を引き継ぐ集落環境の維持」に

つきましては、集落における次世代の担い手が住宅を確保し、定住の一助とな

るよう、集落環境の整備や空き家などの既存ストックの有効活用も含めた計画

的な住宅地の確保を進めます。はじめに土地利用構想図のところでもお話しし

ましたが、この基本方針を実現するための方策につきましては、土地利用構想

図に具現化されておりますので、土地利用構想図をもとに、土地利用指導要綱

や、開発許可制度などを運用して、実現を図っていくことになります。以上が、

第４次計画の概要の説明になります。 

この素案につきましては、現在、静岡県の関連部局と調整を行っております。

これに加え、今回の委員の皆さまの御意見を参考とさせていただき、また、こ

のあと実施するパブリックコメントの意見を反映させて、修正案を９月議会の

常任委員会へ報告する予定となっております。 

最終的には、総合計画と内容を統一している部分がございますので、１１月議

会で総合計画が議決されますと、同時に第４次国土利用計画も決定するという

運びになります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

水口会長 

 それでは、今の、国土利用計画の事務局説明について、ご質問、ご意見をお

願いいたします。 

 

渡辺委員 

 １ページの市民意向のところで、市民アンケートの結果が表として載ってい

るんですけれども、この市民アンケートでは、多くの意見として、市街化調整

区域の住宅を建てやすい形にして欲しいという意見は、非常に多かったと思う

んですけれども、ここのグラフには、それがどの程度反映されているのかって

ことが、ちょっとわかりにくいのかなと思ったものですから、その辺について、

どんな形で受けとめていただいているのかなということをお聞きしたい、とい

うことなんですが。 

それに関連して、次の２ページのところの説明で、４の利用区分別の基本方

針のなかの（６）宅地の中の住宅地の説明で、先ほど、「空き家などの既存スト

ックの活用」と、それから「集落での田園風景に調和した住宅地の形成」とい

うところの説明で、自分が聞き間違えたのかもしれないんですが、４２ｈａの

住宅地を確保していきたい。というような説明があったと思うんですけれども、
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４２ｈａというのは、次のページでも出てきている。今、調査研究していると

思うんですが、大規模指定集落制度、それから優良田園住宅制度などの活用、

こういった制度で、新たに４２ｈａの住宅地を確保していこうと考えているの

かどうかということなんですね。新たに４２ｈａの住宅地を確保するというの

は、市街化調整区域での確保ということを考えていらっしゃるのか。かなり広

大な面積になると思いますが。その辺の考え方について、改めてご説明いただ

けたらなと思います。 

 

事務局（都市計画課長） 

渡辺委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

まず１つ目のアンケート調査でございますが、このアンケート調査の設問の

中には、今、こちらにお示ししました、おおまかな内容で、設問とさせていた

だきまして、今、委員さんがおっしゃった市街化調整区域の立地が厳しいとい

う御意見につきましては、地区懇談会に出向いた際の各参加者の意見が非常に

多かったということで、こちらの事務局としては受け止めております。それで、

２点目の４２ｈａの住宅地を確保していきたいという話ではございますが、こ

れにつきましては、確かに委員さんのおっしゃる大規模指定集落とか優良田園

住宅、これ新たな立地の追加という部分も考え方には入っておりますが、あく

までも、予測数値をする上での算定基礎の計算のなかに係数として、トレンド

でいくべきところの選択のところで、人口減であるとか世帯数が減っていくな

かで、やはり人口増というのは、なかなか見込めないというところもございま

した。ただ、係数のところで、たとえば普通は０．９のところを、非常に抑え

たかたちの０．４とか、そういう抑えた形のトレンドで出しておりまして、も

ちろん住宅政策ですので、既存ストックを使いながら、宅地も増えていくとい

うようなことを考えておりまして、そのような結果となっております。以上で

す。 

 

水口会長 

あの２つ目の質問は４２ｈａプラスというのは、調整区域の集落住宅による

ものかというような質問でしたが、その点について補足をお願いします。 

 

事務局（都市計画課長） 

 失礼しました。その点について補足をさせていただきます。この計算につき

ましては、市域全体を考えておりまして、市域全域の中の計算式として出させ

ていただいております。もちろん、調整区域も含めております。やはり、住宅

政策として調整区域の立地もその中に考え方は加味して、このような数値を出
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しております。以上です。 

 

渡辺委員 

 今、市の総合計画と合わせて、国が地方創生ということで、人口増加対策と

いうことで、出生率も、富士宮市も約２．０７位を目指すのかなという数字が

出てくると思うんですけれども、県がそのような数字を出しておりますからね。

そういう地方総合戦略、今、計画策定中だと思うんですけれども、そんなもの

も、この土地利用構想の中に、そういった視点も含めて、今の人口、住宅地を

新たに確保していきたいという、そんな地方総合戦略、地方創生の視点も盛り

込んでいくべきかなあと私は思っているんですけれども、総合計画と合わせて、

その辺の地方創生、地方総合戦略の視点については、この中ではどんな考え方

が盛り込まれているのかという点についてお伺いしたいと思います。 

 

事務局（都市計画課長） 

 地方総合戦略につきましては、今、未来企画課が中心になって庁内で検討し

ている段階でございます。その中でも、あくまでも人口増が望めない状況の中

で、集落維持というものが、やはり、政策的な考え方でございます。ですから、

そういうような集落の維持をしていくための最低限の住宅地は考えていかなけ

ればならないということは、都市計画サイドとしても考えております。ただし、

今の人口減に耐え得るというよりも、あくまでも既存のですね、空き家対策も

含めて相対的に考えなければならない状況がございますので、やはり、それを

含めた中で、集落維持という念頭のもと、できれば、今の市街化調整区域の各

集落の中で、集落維持につきましては、人口の維持をしていきたいというとこ

ろでございます。それから、やはり、人口減少の中で、集落に新たな宅地とい

う部分のところで、空き家の問題と一緒にこの辺は考えていかなければならな

い状況がございますので、今、立てている総合戦略の中では、これらも含めて、

未来企画課と一緒に考えていかなければならない問題と考えております。 

 

手島委員 

今の質問に関連してなんですけど。私、これで委員歴３回目です。長期計画

と総合計画の場面に出会っているのは。ここまで案ができて、議会に提示をさ

れますと基本的な考え方を議会で変えてもらうとかいうようなことは、実質、

非常に難しいという経験をしています。そこで、今の質問に関連した問題提起、

議会で特に選挙が終わって、６月の議会で特に提供されましたのは、いわゆる

過疎地ですね。市の人口はここ１０年、１５年そんなに極端に減ってはいない

んですね。ただ先ほどから中心市街地の活性化ということは、裏返すとここの



32 
 

人口が減っている、それから、ドーナツの周辺から外のいわゆる北部西部地域

の人口が減っている訳ですね。ここで、例えば、農業振興というテーマが非常

に大きなテーマになっていますけれども、線引き、調整区域の中で実質住宅が

建たない訳ですね。それで、当局から大規模指定集落とか優良田園住宅とかい

う具体的な案が出ていますけど、非常に難しいですね。条件が厳しいので。つ

まり、現状を動かすことは、土地政策上はできないけれども、農業の振興とか

ですね、産業の集積とか言うテーマをどう折り合いをつけるのか。例えば、４

６９号なんていうのは、道路が今、西の方に第２の基幹道路が出来ていますけ

ども、これが出来るとですね、今、家が建たないところから御殿場なんかに通

勤が出来るようになるんですね。３０分で行っちゃいますから。そういう基本

的なですね、街の姿が変わっている部分もある訳です。 

もう 1 つは、合併をした芝川町がありますけど、ここは白地地域が合併した

ために全部調整区域になって、全く家も工場も建たなくなってしまっている訳

ですね。１０年間これで総合計画と土地利用計画を決めますとね、もう１０年

間動かしようがない訳ですね。市にもそう簡単に回答がないのは我々も十分わ

かっていますけども、議会でやっぱり議論をされているように、何らかの形で

調整区域の見直しは難しいというのはわかっているけれども、こういう総合的

なテーマで農業の振興とかですね、産業集積とかいうことであれば、土地利用

をもう少し弾力的に計画を立てるというふうに持っていてもらいたいなという、

これは問題提起だけにしておきますけど、是非、都計審の委員の皆さんにも、

その辺だけは、理解をしていただけるとありがたいと思います。 

例えばですね、工業団地が市内には５つあります。１０年にだいたい１箇所

できて、第１号が５０年前に出来て、正規の社員が約５，０００人弱。パート

を入れますと、かなりの人間になります。鉱工業生産額は７，５００億円、農

業の方はですね１２０億円弱。つまりですね、産業集積、産業振興をしないと、

この街は基本的にやっていけないんですね。観光とか宗教とかいっても。だか

ら、是非、特に会長の頭の中には、産業振興と農産業を含めた地域、地方の住

宅問題が非常に大きな問題であるということを頭に入れていただきたいなと思

います。当局の答弁は、だいたい今回の議会とかでも出てますので、答弁を求

めても、だいたい予想はつきますけれども、もう少しはっきりした住宅政策の

方向を示していただくような土地利用計画の策定を求めていただきたいなとい

う、これは私個人の意見ではなくて、議会の中でも非常に多くの議論がありま

すので、是非ご理解をいただきたいと思います。 

 

水口会長 

今の点についての私の意見を言いますが、ご承知のように人口減少社会に到
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達してといいますか、ピークが過ぎて、市街地、集落の再編成みたいなことも、

国の様々な分野の計画は、もちろん、各自治体の総合計画とか土地利用計画と

かにおいても、それにどう対応するか、適応するか、対策を打つかということ

が一斉に来た感じがします。ちょっと前までは、人口減少社会の到来を、でき

るだけ見ないというような感じですね。という意味で、いよいよ人口減少社会、

市街地集落再編成社会という重要な時期に来ていまして、例えば、都市計画の

線引き制度に関しても、ほとんど、再編途上期にまで来ていてですね、ただ、

今、現在、国の方から出てきているのは、その中の都市機能とか居住を集約す

るための誘導策だけというので、集約しないところをどうしていくのかという

辺りが、まだ十分には出てきていないという意見がありますが、そういう意味

で申しますと、今回のこの国土利用計画、先ほどおっしゃった数多くの産業と

か住宅政策の多くは、総合計画の方で、多様な分野の多様な課題をうまく編集

しながらやっていくというところで、まず受けて、土地利用がそれにどう対応

するかということだと思うんですけれど、この調整区域あるいは集落地域の土

地利用対策に関しては、今回の計画、かなりあちこちで書き込まれていると思

います。 

ただ問題はですね、調整区域でなかなか難しいと言われている。手法はいっ

ぱいある訳なんですね、ここにも書いてありましたように。そのいろいろある

手法、道具、武器をどうやって使うかの話になると思います。そういう点では

ちょっと先走りますが、私の意見としてはですね、今日の資料の１ページの右

下、「土地利用の実現に向けた課題」という欄があります。地区レベルのいろい

ろな計画を土地利用として実現していく手法の検討。２つ目は、市民、要する

に、集落住民、あるいは集落で、いろいろ事業をやっている商業とか、大工さ

んとか、何でもいいんですが、そういう事業者との共同にやっていくと、これ

が例えばですね、最後の４ページの冒頭に説明のあった１番右下の今回の政策

推進エリアという、特にメリハリをつけて土地利用の転換を含めて総合的に取

り組んでいく重点事業な訳ですが、その中の３つ地域がありますが、これ、ど

れをとっても、この政策推進エリアの地域で、具体的な土地利用を実現してい

くためには、具体の地区に落とす必要がある訳ですね。その地区に落として、

どういうふうにやっていくか。決して、出来ない訳ではないです。だから調整

区域といえども、集落整備、住宅、あるいはその他の産業をやっていく手法は、

いろいろにある訳であって、問題は、それのための合意形成と、役割分担と、

推進、維持していく持続力と言いますか、そういう場づくりであって、そうい

うことから言えば、今回の国土利用計画を今年度でつくってですね、１ページ

の右下にあった、その実現に向けた実現化手法、先ほどの言葉で言えば、調整

区域で開発するために、どうやったら実現できるかという手法については、富
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士宮市のルールとして、より充実強化していく必要があると思っていまして、

私としては、この計画はいいけれども、この計画で、いろいろ集落活性化にな

るためのことを書いていますが、それを具体的に地区に落として実現していく

ための実現化手法に関しては、早急に、この計画策定と連動して検討していく

必要があると。実現化手法の強化を検討する必要があって、それがこの計画、

国土利用計画の今回の計画をつくった直後から問われてきて、それがないと、

こういうふうに書いてあるけれども、動かないじゃない、ということになりか

ねないというふうに思う訳ですよ。 

 

手島委員 

いろいろ苦労してつくっているのは、我々も十分わかっています。私も、何

回か提案したことがあるんです。特区制度を富士宮市として考えることはでき

ないかという提案もしたんですけれど、まあ、難しいですね。例えばですね、

西富士の朝霧高原という酪農地域で、牛が１万頭以上いてですね、これは、全

国でも本当に大規模な畜産ですけれど、畜産の維持発展ということを掲げてい

る訳ですけれど。５年後に酪農家が何件減るかというのは、もうわかっている

訳ですよ。非常に単純で後継者がいないとかですね、子供たちが、まちなかに

出て行ったまま帰って来ないとかですね。それで、家が建てば、新しい子供や

孫じゃない、新規農業就労者が増えるという、実際に何人かは来ているんです

けれど。しかし、酪農家の場合はですね、通勤酪農っていうのが今でもありま

すけれども、基本的には、牛と一緒に住む。しかし、新しい若い農業参入者は、

家が建たない。牧場の隣に。敷地の中に。それで、 そういうものを特区で、も

し、富士宮市が、西富士に関しては、酪農のまちということであればですね、

新しい制度が出来ないかというようなことを、やっぱり、既存の制度の活用っ

てことであれば、そういうことも考えて欲しいなとも思うんですけど。なかな

かね、最初にありましたけど優良田園住宅とか大規模指定集落とかね、似たよ

うな制度がね、やっぱり５年、１０年、１５年前にもあったんですよ。しかし、

実質的にはですね、稼働してない。ということはですね、今までの傾向のまま

行くと、全体としては、やっぱり中心部の過疎化と周辺部の過疎化は、このま

ま進んで行ってですね、富士宮市内の過疎化の問題になっちゃう。という基本

的な問題があると我々は思っていますけれども。ちょっと質問になってないの

で申し訳ないのですけれど。 

 

水口会長 

ありがとうございました。ただまあ、富士宮市では、せっかく道具があって

も、制度があっても、実現していないけれども、実現している地域は、他には
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いろいろある訳ですから、そういう他都市の成功事例と言いますか、調整区域

活性化プロジェクト実現事例も参考にしながら、それを富士宮市に適用してい

くために、もちろん、道具が足らないから、特区みたいなものを新たに加える

ということは、必要だと思いますが。その為には、どういう道具として、どう

いう条件のもとに、特化ということも、皆さんと議論しながらですね、ただそ

の、今ある道具を使いこなすための実現化システムということは、大いに検討

する余地があると思うんですが、いかがでしょうか。 

 

事務局（都市計画課長） 

今、手島委員さんの方からですね、過去を振り返って、厳しいお話がありま

したが、あくまでもこれはスタートラインだと思っております。２８年度から

のスタートラインですから、この土地利用構想に基づきまして、実現化方策と

して、実現が本当に可能な方策になるように、１つ１つ積み上げていきたいと

思っておりますので、どうぞ、いろいろ御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い

したいと思います。 

 

藤井委員 

私もいろいろと見ている中で、どこでコメントしようかと悩んでいるところ

があるんですけれども。まず、1つ目のところは、１番最初にご説明のあった科

学的といったところが、どうしても、私はまだ引っかかるんですよね。といい

ますのは、今回、特に、電算分析に基づいて、植性なり云々といったところを

データから分析して、階層を当てて、レイヤーをかけて、ＧＩＳを使って分析

をして、定性的ではなくて定量的な分析をしたんだと。これはもちろん、よく

わかる。だだ、それは科学的といえば、どこでもやっていることなので、あま

り特段、科学的という必要性は、全然ないなというふうに私個人は思っていま

す。ただ、その中で、この土地利用計画、国土利用計画といった時には、その

本来持っている、この富士宮の持っている資質、財産といったものが、どうい

うふうになっているのかということを、今回のように定量的な分析をされたっ

ていうのは、非常に大きなことだと思うので、それが今後１０年の中にどう生

かせるかといったところのデータベースはきっちり揃えたと。その後は、総合

計画と連動させてどう地域区分といったものを考えて行って、その地域の活性

化に向けたアプローチを取るのかということに繋がっていくんだろうなという

ことで、国土利用計画と総合計画の合わせ技が非常に大事になってくると。そ

の時に、国土交通省の今の地域全体の取り組みとして、やはり、コンパクトな

街っていうのは、いつも言われてくると。その中でも立地適正化の計画であっ

たり、あるいは、交通の側面でも、形成計画といったアプローチの中では、国
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土交通省が各自治体でコンパクトシティ、プラス、ネットワークと。こういっ

たようなものを都市計画の中で全体に組み込まないと、それは地域の基盤とな

るようなインフラ整備にはならないんだと。そういったようなことまで具体的

に指針として諮問を示してきている。そうなってくると、今回の提示された中

身を見てみると、確かに人口減少する。一体どこが減少するのかといったこと

を考えると、７，０００ぐらいの人数の方が、減少傾向を示す。しかし、この

国土の利用から考えると、どうしても政策論として考えると、豊かな森林があ

り、あるいは農地があり、そういったところだと、まあ集落であり、そういっ

たところに人を張り付けるような地域政策を考えましょうと。人口を張り付け

ることを、定住を考えるような促進をするんだ。となると、差分ベースで考え

ると、これは中心がどんどん疎になってくる。そういったところを活性化する

という、プランメニューにはなるんだと思うんですけれども。そう考えていく

と、極めて幅広く、地域の中で薄く、広くって言いますかね。そういったよう

な住宅政策を深めた、その展開といったことが、どうも見えてしまうような気

がしてしまう。そうすると、中心といったものをおいた総合計画、国土利用計

画ですので、健全な市の、その枠組みといったものを考えた時に、たしか、富

士宮の「コンパクト」っていったキーワードが過去の中には触れてあった気が、

私はちょっとするものですから、そういったような計画との摺り合わせといっ

たものが、どう考えているのか。例えば、財産として、ある、いろんな、その

世界遺産、その他の工業団地、あるいはまちなか、そういったものを結ぶよう

な軸をきちんと構築する中で、それぞれのところを、こう、枠組みをしっかり

構築するんだとかですね。なんかちょっと、総合計画で、いま具体化されて検

討されているような、中身のところとの、ちょっとその辺の摺り合わせは、検

討された方がいいかなという印象は持っています。ただ国土利用計画ですので、

あんまり細かい話を考えてしまうと、全体の枠組みから、ずれてしまうという

こともあるので、この豊かな資源をどうやって残していくのか。あるいは開発

していくのかといったところの、そのポリシーをしっかり持つっていうことで

は、こういうアプローチはいいんだと思うんですけれども。どこかで、その整

合性をきちんと考えないと、将来の富士宮の“どっちに向かうんだい”という

のが、わかりにくくなるかなと。すみません。回答も何もない私の個人的な感

想といいますか。  

 

水口会長 

ちょっとすみません。その摺り合わせというのは、何との摺り合わせですか。 

 

藤井委員 
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実際のプログラムとして、具体的な施策メニューといったところです。 

 

水口会長 

はい。まさに国土利用計画実施計画みたいなものは、いることは確かなんで

すがね。 

では、ちょっと、私の方から、やや単純な質問をします。土地利用フレーム、

さっき、２ページ右下の表で説明がありましたが、さっきも言った、人口減少、

今のお話で言えば、コンパクト、プラス、ネットワークの市街地集落の再編時

代に、具体的計画対象としてきた時代ということがあります。ただし、今、現

在の立地適正化計画、その他の国の政策は、極めて半分しかできていないとい

う、その総合効果が、どういう効果をもたらすのか、非常に不透明な段階に、

まだあるというふうに私自身は評価しているわけですが。その初めて国の計画

に、国の国土利用計画はまだ案ですが、森林面積が微増するというふうになっ

てきてですね、これは全国ベースで言いますと、農地が無くなって森に還ると

いうようなことも出てきていて、それは、富士宮の場合では、まだそこまでは

いっていない。農地が森林に還りつつあるとまではなかなか、ごく部分的なも

のは別として、ということがあるから、多少は違うと思うんですが、農地が減

るのを出来るだけ抑えると。森林は増えていくんだと思うんですが、現在のフ

レームですと、１３２ｈａ減っていくということなんです。これは、さっきの

説明でも、いろいろ森林から他のものへの転用というものがありますが、その

中の砂利採取とか、土石採取とかいうようなことを言われて、ひょっとしたら、

それが、先ほどの、その他プラス１２１ｈａというところに、まあ、量的に言

うとた大したものじゃないのかもしれないんだけれど。要するに、森林が土石

採取される場合、ちょっと、他の都市の事例で調べてみたんですが、大規模１

ｈａ以上がまとまっているから、林地開発許可は必要になります。しかし、地

域森林計画対象から外すということはしないで、そのまま、地域森林計画対象

民有林のまんまで、いっぺん森林から、その土石を取った分だけ、裸地になっ

て、雛壇でもして、始めるときに、後で、植林して森に戻すというような条件

のもとにやっていて、結果として森に戻ると。だから、初めから、この土地利

用フレームの統計データ上の森林というものから、外せられないんではないか

というような気があってですね、森林の減少とその他の増加において、そんな

ことは大して影響は与えてないと思いますが。もう一度、森林の土石採取の時

に森林でなくなるのか、ということはチェックしていただきたいというふうに

考える訳です。これは少々変わっても、それ以外の計画部分というところには

影響しないで、むしろ、そういう状況はトレンドがあって、土石採取が将来も

あって、できれば、それを早く森に戻すというような方針でいいと思うので、
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面積がどうあろうと、方針は関係ないという面もあるんですが、ちょっと、こ

の森林の減少とその他の増加が、全国的な動向とみると大きいので、その中の

ごく一部分であれ、森林から土石採取によって、その他にいって、また、将来

は森林に戻るなんてことが、本当にあるのかということは、チェックして、も

しそれがなければ、森林はもうちょっと減らないと、その他はもうちょっと増

えないということになろうかと思います。今、お答があればいただきますが、

後でも結構ですけど。 

 

事務局（都市計画課長） 

会長のおしゃったとおり、これはあくまでも、森林とその他の増減だという

ところもございます。実際には、事務局としましては、現状としまして、森林

ではない状況になっておりますので、一旦は、その他にまわして、将来戻った

段階で、森林にしたいというところがございます。というのは、相対的に森林

保全地域を見たいというところもございましたので、そういう考えを持ちまし

たが、もちろん会長のおっしゃるとおり、５条森林から外れている訳ではない

ので、実際に、何十年先、１０年、２０年先にですね、森林に戻るような計画

になっておりますので、そういう考え方もございますので、ちょっと、そこに

つきましては、検討させていただきたいと思います。 

 

水口会長 

はい。わかりました。 

 

寺田委員 

ちょっと、おおざっぱな話になるんですけれど、私、総合計画の方の審議の

方も仰せつかっているんですれど、総合計画でもかなり広範囲で、ずらずらず

らっと、いろんな基本方針が出て、審議会なんかの意見が出ると、やはり、早

急に重点的にやる問題とか、先ほども出てるような、重点問題とか、その辺が

出てるんですけど、そういうことをある程度盛り込むというか、ランク付けで

きるようなことには、できないかってことなんですけど。その形を、国土利用

計画においても、先ほどから出ているようなことを、重点的に問題として挙げ

ることができるかどうかという、なんか、ちょっとはっきりしないですけれど。

そういうことは出来るのかと。 

 

水口会長 

この土地利用マスタープランという性格上、全てを土地利用に反映してみた

時の話なんですが、その重点施策は、僕が読んだ限り、それは最後の４ページ
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右下にあった、政策推進エリアというところが、言わば、重点政策投入エリア

ということだと思うんですけれどね。というふうに読んだ場合に、いかがなん

でしょう。 

 

寺田委員 

その中でも、優先順位的なものというんですかね。その辺はどう盛り込まれ

てくるのかって、ちょっと、はっきりしない訳ですけれど。そういうことが、

可能かどうかですよね。 

 

事務局（都市計画課長） 

この国土利用計画の土地利用構想図につきましては、あくまでも１０年スパ

ンの、１０年先の将来都市像を描いた形の中の、土地利用構想の部分と解釈し

ていただきたいと思います。ですので、前回、説明させていただきました適正

総合図までは、分級を重ねた形で、守るところは守るという視点で出来ており

ます。その上にですね、政策的、市が今後の活性化策としてですね、展開して

いくべきエリアとして、政策推進エリアというものを設定しております。この

政策推進エリアの実現化というところにつきましては、総合計画の方の、短・

中・長の中で対応していくということになりますので、すぐに、取り掛かるプ

ロジェクトにつきましては、それは、あくまでも総合計画の中で、進行管理を

していくということになろうかと思いますので、あくまでも、この土地利用構

想図というものは、１０年先の土地利用構想を考えた上での、国土利用計画の

中での策定物と解釈をしていただいた上で、あくまでも土地利用構想、総合計

画のゾーン別概念図の実現化方策としての政策推進エリアにつきましては、総

合計画の中の実現化方策としての意味合いがございますので、総合計画の中で、

短・中・長のプロジェクトで進んでいくと解釈しております。 

 

水口会長 

 計画の分担としてはそういうことなんですが、今の寺田委員のご発言では、

例えば、最後の政策推進エリアの中の集落拠点地域っていうのは、赤い点々の

丸でいくつか打たれていますが、さっきのような旧村中心集落などですが、問

題は、さっきの調整区域の住・産業活性化のことについても、第一要件は、地

元住民の合意形成、やる気力な訳であって、この１０個ぐらいの赤丸の中の、

どれが優先かということを行政サイドで先に決めることはなかなか難しいこと

があってですね。こういうところで、地域のまとまりができれば、それを行政

が後押しする。ある分野に関しては、行政がそれに対応して主導すると。その

時に、単に都市計画上の手段、調整区域の開発手段として最も有力な、いろい



40 
 

ろ使える手段な訳ですが、ただそれだけ言ったって、ただ空き地が出来ちゃっ

て、家を建てたって、空家になっちゃって、そこに中身を加えて居住需要を加

えて、産業を加えて、地場産業も必要なら導入、新しい機能を。というふうに

言えば、要するに、総合計画の地区版な訳ですよね。全部に関係してくると。

地区総合プロジェクトを推進していく拠点候補地ということで、それをどこか

ら始めるかというのは、これからの住民との相談だということになると思いま

すね。 

 

寺田委員 

長期総合計画と土地利用と同時に出てますよね。戦略論としては長期総合計

画があって、土地を切り口として、国土利用計画がこの総合計画に沿ったもの

でつくられていると、私は理解をしているんですけれども。つまり、戦略的な

長期総合計画の実現のための土地利用計画という理解でいいのかどうか。ちょ

っと質問ですね。 

 

事務局（都市計画課長） 

土地利用につきましても、やはり、先ほど申したとおり１０年を目標年次に

しておりますが、やはり、時代の流れがございますので、新たな要因が発生し

た場合には、やはり土地利用も見直すところが出てくると思います。それはあ

くまでも、政策エリアという形の中の見直しになってこようかと思っておりま

す。 

 

水口会長 

あくまで、主体的な政策としてやっていくのは総合計画。土地利用は、それ

を土地に反映したものなんですが、総合計画は、言わば、富士宮市の行政、市

長さんを初めとして、市民、事業者、市内の方々の共同作品としてつくる訳で

すが。それを実現していくためには、国とか県とか他市町村とか、調整区域で

開発が出来るのかというのは、やっぱり、それを国なり、県なりにも説明がで

きないといけないと。そういう、中身を実現していくための、外交ルートとい

うのが国土利用計画というふうにも言える訳で、中身をつくるのは総合計画が

出てきて、それを受け止めて、外に向けて調整していくのは、国土利用計画と。

そういう、内政対外交の関係という面もあるということは、私は感じているん

ですけれどもね。 

はい。他にどうぞ。 

よろしいでしょうか。時間もかなり経ちまして。先ほどのような手順で、今

後、策定手続きに入っていく訳で、むしろ、こういうマスタープランは、大体
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において、その後の運用の段階で、非常に、つくったけれども、どうなってん

だ、みたいなことがありますので、それは、今後の審議会で、いろいろ検討す

る場があろうかと思います。 

特にご意見がなければ、これで審議は終わりにしたいと思います。今日予定

しておりました報告事項とそれに関わる議論が終了しましたので、今後の進行

は事務局へお返しします。 
 
事務局（都市計画課計画係長） 

委員の皆様、ご審議ありがとうございました。また、会長におかれましては、

会議の進行ありがとうございました。 
続きまして、次第の５、その他といたしまして、次回の予定をご連絡させて

いただきます。 
次回の審議会は、来年１月上旬頃を予定しております。議題につきましては、

本日報告事項としてご説明いたしました「富士宮市景観計画改定（浅間大社周

辺地区景観重点地区指定）」の変更、「景観計画の変更について」でございます。

また都市計画の「高度地区の指定について」も最終的な諮問をさせていただく

予定でございます。また、現在、県が策定中であります「岳南広域都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針の変更」などにつきましても諮問案件となる予

定となっております。これは、県の都市計画審議会の前段といたしまして、富

士宮市と富士市の両市町の都市計画審議会において、審議を行うものでありま

す。これは静岡県の方から市に対しまして意見照会がある予定でございますの

で、これを受け、審議会に諮問させていただく予定となっております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
それでは、本日の日程はすべて終了いたしましたので、以上をもちまして、

平成２７年度第１回富士宮市都市計画審議会を閉会させていただきます。 
委員の皆様たいへんお疲れ様でした。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




